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計画調整局計画部都市計画課(06－6208－7872)

http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000005188.html

14日

なし

計画調整局計画部都市計画課(06－6208－7872)

随時

共同駐車場指定申請書、添付書類を計画調整局計画部都市計画課まで提出してください。
なお、詳細については建築物における駐車施設の附置等に関する条例の取扱について（手引書P20～P30）をご参照くださ
い。
（http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000016355.html）

なし

○建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行基準（平成2年3月22日大阪市告示第196号）第７条
（共同駐車場指定基準）
　条例第９条第２項の共同駐車場（以下「共同駐車場」という。）の指定を受けるためには、当該駐車場における駐車施設
等が、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
　（１）建築物である駐車施設等であること
　（２）駐車の用に供する面積が500平方メートル以上の規模を有する駐車施設等であること
　（３）条例第８条の規定に適合すること
　（４）駐車施設等の出入口付近の道路に当該駐車施設等を利用する自動車の滞留が発生しないこと

計画調整局計画部都市計画課
(06－6208－7872)

同上

共同駐車場指定

大阪市では、駐車場法の規定に基づき、一定規模以上の建築物の新築や増築などを行う場合に、自動車の駐車施設の設置
を義務づける「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を定めています。

駐車施設等（四輪車及び50ccを超える自動二輪車）の設置場所については、原則、当該建築物又はその建築物の敷地内に
確保する必要がありますが、一方では敷地内への設置により非効率な小規模駐車場が乱立し、特に都心部においては駐車場
により街並みや賑わいが分断され、余剰した駐車場の利用率が低迷する状況が生じています。

このため、平成16年4月の条例改正の施行に合わせて都心部を対象に共同駐車場制度を開始し、本市が指定する共同駐車
場に敷地内に附置すべき駐車施設等を確保する場合であれば、当該建築物又はその建築物の敷地に駐車施設等を設けないこ
とができます。

これにより、既存の利用効率の高い大規模駐車場の有効活用に資するとともに、附置義務駐車場の集約による歩行者環境
の改善と交通安全性の確保、ひいては中心市街地の活性化に寄与するものと考えています。
　なお、共同駐車場の指定については、駐車場所有者から市長に対して指定申請を行い、指定書を受ける必要があります。

建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和39年6月11日条例第93号）第８条及び第９条第２項 (http://www1.g-
reiki.net/reiki37e/reiki.html)
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則（平成20年5月30日規則第111号）第７条
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行基準（平成2年3月22日大阪市告示第196号）第７条

http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000005188.html

